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      舞鶴幼稚園及び西乳児保育所の公立認定こども園移行基本方針（案） 

主な修正等箇所対照表 

 

素案（７月２２日） 案（８月３１日） 

Ｐ１ Ｐ１ 

本市では、これらに的確に対応していくため、教育施設である舞鶴幼

稚園と児童福祉施設である西乳児保育所の機能を集約し、質の高い乳幼

児教育の充実はもとより、公立・民間、また、保育所・幼稚園・学校と

いった校種・園種の枠を越えた本市の乳幼児教育全体の質を向上させて

いくための共通的基盤となる拠点施設として、その機能を充分に発揮で

きる体制の整備に向けて認定こども園を整備することとし、「舞鶴幼稚園

及び西乳児保育所の公立認定こども園移行基本方針（素案）」を取りまと

めました。 

 

Ｐ５ 

(5) 公立園として担うべき役割 

 

 

 

① 全市的な乳幼児教育センターとしての機能（乳幼児教育ビジョン

の普及・推進） 

本市では、これらのニーズに的確に対応していくため、教育施設であ

る舞鶴幼稚園と児童福祉施設である西乳児保育所の機能を集約し、０歳

から就学前まで一貫した教育・保育の提供を行うことにより、質の高い

乳幼児教育の充実を図るため、認定こども園を整備することとし、併せ

て、当該園に公立・民間、また、保育所・幼稚園といった園種の枠を越

えた本市の乳幼児教育全体の質を向上させていくための共通的基盤とな

る拠点を設けるため、「舞鶴幼稚園及び西乳児保育所の公立認定こども園

移行基本方針」を取りまとめました。 

 

Ｐ５ 

 (5) 公立園として担うべき役割 

前記２（1）に記述した公民連携を具体化するため、この認定こど

も園は、本市全体の乳幼児教育の推進に向けて、公立園として、次

に掲げる役割を担います。 

① 全市的な乳幼児教育センターとしての機能（乳幼児教育ビジョン

の普及・推進） 

 

資料２－２ 



２ 

素案（７月２２日） 案（８月３１日） 

Ｐ６ 

② セーフティネットとしての機能 

社会的サポートを要する乳幼児で、他園での受入れが困難な場合

における受入れ等 

 
 

Ｐ６ 

② セーフティネットとしての機能 

社会的サポート等を要する乳幼児は、公・民で分担・協力しなが

ら受入れ行っているところですが、諸事情によりどうしても民間園

での対応が困難な場合における受入れ 

 

Ｐ７ 

② 認可定員    １００名 

 

 

 

認定 ０歳児  １歳児  ２歳児  ３歳児  ４歳児  ５歳児  計 

１号 

(幼稚園) 
― ― ― １１ １６ ２１ ４８  

２号 

(保育所) 
― ― ― ９  ９  ９ ２７  

３号 

(保育所) 
７ ９ ９ ― ― ― ２５  

計 ７ ９ ９ ２０ ２５ ３０ １００  

（職員配

置基準） 
（３：１） （６：１） （６：１） （15：1） （30：1） （30：1） 

 

Ｐ７ 

② 認可定員    ９３名 

 

認定 ０歳児  １歳児  ２歳児  ３歳児  ４歳児  ５歳児  計 

１号 

(幼稚園) 
― ― ― １２ １７ １７ ４６  

２号 

(保育所) 
― ― ― ８  ８  ８ ２４  

３号 

(保育所) 
７ ８ ８ ― ― ― ２３  

計 ７ ８ ８ ２０ ２５ ２５ ９３  

（配置基準

の考え方） 
（３：１） （５：１） （５：１） （15：1） （25：1） （25：1） 

 

 

 


